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回答についての補足 

黒字：個別回答によるもの 

青字：高梁川水系河川整備計画（変更原案）に記載しているもの 

赤字：同計画（変更原案）に対して追記するもの 
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1. 関係住民の意見を反映させるための措置 
(1) 関係機関での閲覧 
・閲覧・意見募集期間：平成 29 年１月 23 日（月）～平成 29 年２月 21 日（火） 
・閲覧場所：閲覧場所一覧の 12 箇所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 事務所ホームページでの公表 
・公表期間、意見募集期間：平成 29 年１月 23 日（月）～平成 29 年２月 21 日（火） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国土交通省 
中国地方整備局 ７階 情報公開室 
岡山河川事務所 １階 
高梁川出張所 

岡山県 岡山県庁 ６階 土木部河川課 
備中県民局 ５階 建設部建設企画課 

倉敷市 

倉敷市本庁 ７階 事業推進課 
玉島支所 ４階 建設課 
水島支所 ４階 建設課 
船穂支所 １階 建設係 
真備支所 １階 建設課 

総社市 総社市役所西庁舎 ２階 建設部土木課 
総社市清音出張所 

閲覧場所一覧 

閲覧場所状況 
（倉敷市本庁） 

ホームページ掲載 
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(3) 「地域とともに明日の高梁川を考える会」（倉敷市１会場、総社市１会場）の開催 
  ・総社市：平成 29 年２月 13 日（月）開催（参加者６名） 

  ・倉敷市：平成 29 年２月 15 日（水）開催（参加者６名） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
※関係機関での閲覧、ホームページ掲載、地域とともに明日の高梁川考える会の開催

を広くお知らせするため、平成 29 年１月 23 日（月）、２月 10 日（金）に記者発表

を実施した。 
 
 
2. 意見収集状況 
「地域とともに明日の高梁川を考える会」での意見及び意見用紙等により意見を収集した。意

見数は以下のとおりである。 
 

 意見数 合計 
地域とともに明日の

高梁川を考える会 ６件 
12 件 

意見用紙等 ６件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総社市開催状況 倉敷市開催状況 
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3. 高梁川水系河川整備計画（変更原案）【国管理区間】へのご意見 
 
治水－１ 整備内容 
 
 
 
 
（回答） 

１)、２） 

 以下のとおり、変更原案に記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（意見） 

１)酒津の配水池付近の堤防は整備対象に入っているのか。(１件：№１) 

２)片島地区では断面拡大整備を実施されるのか。（１件：№２） 

（変更原案 p.62）（変更原案 p.61） 
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（変更原案 p.65） 

「3) 堤防補強（浸透対策） 

高梁川(片島・西原地先：4.2k～8.0k 左岸) 【浸透①】 
(水江地先：8.7k～9.1k 左岸) 【浸透②】 
(酒津地先：10.5k～10.9k 左岸) 【浸透③】 
(上成地先：2.7k～5.1k 右岸) 【浸透④】 
(船穂地先：6.0k～8.7k 右岸) 【浸透⑤】 

 
浸透に対する安全性照査の結果から対策が必要とされた区間について、堤防補強

を実施します。」 
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河川整備計画において、酒津配水池付近の堤防は堤防補強（浸透対策）【浸透③】、片

島地区は堤防補強（浸透対策）【浸透①】を実施します。浸透対策は堤防裏法
のり

（居住

地側）にドレーン工※を整備する場合や堤防表法（河川側）の断面拡大をする場合等

があり、区間毎の状況に応じて最適な工法で整備を実施します。 

※ドレーン工：堤防の裏法尻（居住地側）について、透水性の大きい材料で置換し，

河川から堤防への浸透水を速やかに排水する工法 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

３)、４) 

 汐入川の高潮堤防の延伸部分については、予算状況によりますが、整備計画変更後、

速やかに着手するように考えています。 

 

 

 

 

 

（回答） 

５) 

 樋門等の許可工作物の耐震対策については、基本的には施設管理者が必要に応じて

実施するものと考えています。

 

 

 

 

 

（回答） 

６) 

以下のとおり、変更原案に記載しています。 

「本計画に定める河川整備を実施することで、流域住民の記憶に残る戦後最も大き

な被害を与えた昭和 47 年 7 月洪水、平成 16 年台風 16 号高潮が再び発生しても、以

下のように洪水被害の防止又は軽減ができるようになります。（変更原案 p.52）」 

現在、河川整備計画に位置付けている築堤、堤防補強、河道掘削、堰改築、小田川合

（意見） 

３)高潮堤延伸区間の整備はいつごろ実施されるのか。数年のうちに実施されるの

か。（1件：№３） 

４)-0.5km～0.0km の整備を早急にお願いしたい。（１件：№４） 

（意見） 

５)移管された汐入川締切盛土下流の汐入川樋門は古いが、耐震対策について国はど

う考えているのか。（1件：№５） 

（意見） 

６)河川整備計画における整備箇所以外は整備しなくても、戦後最大の昭和 47 年７

月洪水に対して安全か。(１件：№６) 



 6

流点付替えを実施することにより、整備を実施しない箇所においても、昭和 47 年７

月洪水が再び発生しても、浸水被害の防止又は軽減が図られます。 
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（回答） 

７) 

 以下のとおり、変更原案に記載しています。 

（変更原案 p.71） 

「1) 河道掘削及び樹木伐開 

高梁川(清音・柿木・総社・川辺・山崎・秦下地先：14.0k～19.4k) 【掘削②】 
河積が不足している当該区間においては、河積確保のために河道掘削、樹木伐開を

行います。なお、多様な動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮し、特に保全上重要な

区域を改変する場合には、瀬や淵、ワンド、緩やかな勾配の水際等を保全します。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高梁川中流地区（酒津地先～湛井地先）においては、河道掘削に併せて樹木伐開を予

定しています。河道掘削は河道内の砂州掘削を中心に実施し、その際、水際部を切り

下げるとともに除根も含めて実施します。 

 

 

 

（意見） 

７)樹木伐採では、除根や砂州の水際部の切り下げ等の工夫をお願いしたい。（１件：

№７） 



 8

治水－２ 気候変動 

 
 
 
 
（回答） 

１) 

以下のとおり、変更原案に記載しています。 

「気候変動の影響により、今後短時間強雨の発生頻度や大雨による降水量が増加す

る一方で、無降水日数の増加等が予測されています。これらを踏まえ、流域の降水量

とその特性、流量等についてモニタリングを実施し、経年的なデータ蓄積に努めます。

また、その蓄積されたデータ等を活用し、定期的に分析・評価を実施します。（変更

原案 p.91）」 

「気候変動による短時間強雨の発生頻度の増加、大雨による降水量の増加、台風の

激化による高潮の頻発化に伴う、水位の急激な上昇が発生することが想定されること

から、緊急的な樋門等操作が必要となる箇所について、確実な操作と操作員の安全確

保のため、CCTV（監視カメラ）による監視及び遠隔操作システムによる複数の操作方

法、高度化を検討し、必要に応じて実施します。（変更原案 p.88）」 

流域の降水量・流量等のモニタリングの実施を行い、蓄積したデータにより分析・評

価を実施します。また、樋門等の確実な操作と操作員の安全確保のため、CCTV（監視

カメラ）による監視及び遠隔操作システムによる複数の操作方法、高度化を検討し、

必要に応じて実施します。 

 

環境－１ 水質の保全 

 

 

 

 

 

（回答） 

１) 

高梁川における公共用水域の水質調査は、国土交通省では環境基準点等の４地点で

毎年測定しています。その内、農薬、除草剤等の一部項目に関する水質調査は、環境

基準点で毎年 1回測定しています。 

 

 

 

 

（意見） 

１)気候変動への適応について、地域の状況に応じた対応の検討をお願いしたい。

（１件：№８） 

（意見） 

１)農薬、除草剤等に対する公共用水域における調査をお願いしたい。（１件：№９）

２)ラジコンヘリ等による農薬散布の使用量が増加している。流域から流入する水

質について配慮してほしい。(１件：№10) 
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２) 

以下のとおり、変更原案に記載しています。 

「関係機関、地域住民等と連携、調整を図り、多様な方策により高梁川の現状の良

好な水質の保全に努めます。 

このため、「岡山三川水質汚濁防止連絡協議会」等を開催し水質に関する情報の共

有を進めます。（変更原案 p.85）」 

関係機関等と調整を図りながら、水質の保全に努めます。 

 

維持管理－１ 高梁川水系の特徴を踏まえた維持管理の重点事項 
 
 
 
 
 
（回答） 

１) 

 以下のとおり、変更原案に記載しています。 

「樹木の繁茂状況を随時把握するとともに、洪水の安全な流下や河川管理に支障と

ならないよう計画的な伐採を行います。樹木伐採にあたっては、段階的な伐開や生物

の繁殖期を避ける等、伐採箇所の生物の生息・生育・繁殖環境に配慮します。また、

伐採木等の希望者への提供、公募による樹木伐採等により、資源としての再利用やコ

スト縮減を図ります。（変更原案 p.87）」 

計画的な伐採を行っていきます。また、河川内の樹木を自主的に伐採する場合は、事

前に高梁川出張所にご連絡いただき、伐採区間や範囲、伐採時の注意点等について確

認をお願いします。 

 

全般－１ その他 

 

 

 

 

(回答) 

１) 

 以下のとおり、変更原案に記載しています。 

「雨水出水（内水）：河川に排水できずに、堤防より居住地側に湛水した水のこと

を呼ぶ（変更原案 p.９）」、「湛水域：人工的な堰などの横断工作物や狭隘な地形によ

って、川の流れがほとんどなく水が貯まっているような状態の場所（変更原案 p.15）」 

と定義しています。 

（意見） 

１)河川内の樹木繁茂について懸念しており協力をしたいが、河川内の樹木を伐採

する際はどのようにすればよいか。(１件：№11) 

（意見） 

１)「雨水出水（内水）」、「湛水」という表現の定義を教えて欲しい。(1 件：№

12) 


